
等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成28年4月1日現在）

消防職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 消防士の職務 483 33.2% 職員 483

２級
１　消防士長の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする
　消防士の職務

297 20.4% 職員 297

主任 364

職員　※１ 49

計 413

４級 係長、担当係長又は出張所長の職務 129 8.9% 係長・担当係長・出張所長 129 129 8.9% 係長級

課長補佐 67

計 67

課長・担当課長・副署長 51

隊長 1

計 52

７級 部長、担当部長又は署長の職務 15 1.0% 部長・担当部長・署長 15 15 1.0% 部長級

８級 局長又は担当理事の職務 1 0.1% 局長 1 1 0.1%
局
長
級

合計 1,457 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

課
長
級

※１　平成２０年４月１日以前、職務の級が「３級」で、基準となる職務が「特に高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務」に該当して
　　いた職員

６級
課長、担当課長又は副署長の職務
隊長の職務

52 3.6% 52 3.6%

職
員
・
主
任

５級 課長補佐の職務 67 4.6% 67 4.6% 課長補佐

３級 主任の職務 413 28.3% 413 28.3%

780 53.5%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階


